
船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１１月４日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 徳島県徳島市今切
いまぎれ

川加賀須
か が す

野
の

橋河口側 

 今切港長原導流堤灯台から真方位３１５°４,１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０７.８′ 東経１３４°３４.６′） 

事故の概要  砂利採取運搬船第八天神
てんじん

丸は、西南西進中、乗り揚げた。 

 第八天神丸は、左舷船底外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月７日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利採取運搬船 第八天神丸、４８０トン 

 １３０５９９、川崎海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 左舷船底外板に破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

水象：川面 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約７０㎝（小松島） 

日出時刻：０６時２３分ごろ 

 事故の経過  船長は、水深が約４ｍ、可航幅が約１４.４ｍの水路（以下「本件

水路」という。）を約３～４ノットの対地速力で航行中、左舷船底に

衝撃を感じた。 

 本船の喫水は、船首約３.６ｍ、船尾約５.０ｍであった。 

 船長は、本件水路の浅所（水深約４ｍ）の存在を知らなかった。 

分析  本船は、船長が、本件水路の浅所の存在を知らなかったことから、

余裕水深がない状態で航行を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が、本件水路の浅所の存在を知らなかったため、本

船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行予定海域の水路状況を事前に調べておくこと。 

 


